
司法院釈字第 597 号 445

司法院釈字第 597 号（2005 年 5 月 20 日）＊ 

争      点 
被相続人の死亡日後に生じた利息についてこれが相続人の所得に属

し課税されるべきであるという財政部（日本の財務省に相当する）

による解釈は違憲か。 
（財政部就被繼承人死亡日後之利息歸繼承人所得課稅之函釋違

憲？） 

キーワード 

相続及び贈与税法（遺產及贈與稅法）、相続税（遺產稅）、所得税、

定期預金の利息（定期存款利息） 

 
解釈文：憲法第一九条は国民

が法律の定めるところにより納税

の義務を負うと定めている。法律

の定めるところにより納税するこ

ととは、租税の主体及び租税の客

体、租税の基礎、税率といった租

税の構成要件はいずれも法律によ

り明文をもって定められるべきで

あることである。また、当該法律

の内容は応能原則及び公平原則に

合致しなければならない。相続及

び贈与税法第一条第一項は、中華

 民国の国内に住所を有する中華民

国の国民が死亡時に相続財産を有

する場合に相続財産の全部に対し

法律により相続税を課すと定めて

いる。また、所得税法第一三条及

び中華民国八六年（西暦一九九七

年）一二月三〇日改正前同法第一

四条第一項第四類は、利息は個人

所得の総額に含まれ個人の所得税

を課されなければならないと定め

ている。財政部八六年（西暦一九

九七年）四月二三日台財税第八六
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一八九三五八八号解釈において、

被相続人の死亡日後に生じた利息

についてこれは相続人の所得に属

するものであり個人の所得税を課

されるべきであるとされている。

これは前述した相続及び贈与税法

及び所得税法の立法趣旨に沿い、

憲法が定めている租税法律主義に

は抵触せず、国民に対して正当か

つ合理的な課税範囲を超えるもの

ではないから、憲法第一五条が保

障している国民の財産権を侵害す

る問題が生じない。 
 
    解釈理由書：憲法第一九条は

国民が法律の定めるところにより

納税の義務を負うと定めている。

法律の定めるところにより納税す

ることとは、租税の主体及び租税

の客体、租税基礎、税率といった

租税の構成要件はいずれも法律に

より明文をもって定められるべき

であることである。また、当該法

律の内容は応能原則及び公平原則

に合致しなければならない。しか

し、法律の規定は詳細までに定め

られることが不可能であり、課税

に関する技術的事項及び詳細な事

項について、その必要な解釈は行

 政命令により行われることができ

ないわけではない。したがって、

所管機関が職務権限の範囲内に法

律の条文を適用してその適用の疑

義を有するときに法定の職務権限

に基づいてその関連規定を解釈す

る場合に、かかる解釈が当該法律

の立法目的及び租税の経済意義、

実質課税の公平原則に合致すれ

ば、これは租税法律主義に反する

ものではない（当院釈字第４２０

号、４６０号、５９１号を参

照）。 
 
    相続及び贈与税法第一条第一

項は、中華民国の国内に住所を有

する中華民国の国民が死亡時に相

続財産を有する場合に相続財産の

全部に対し法律により相続税を課

すと定めている。また、同法第一

四条は相続財産の総額は被相続人

の死亡時の同法第一条が定めてい

る財産の全部を含むと定めてい

る。そして、所得税法第一三条及

び中華民国八六年（西暦一九九七

年）一二月三〇日改正前同法第一

四条第一項第四類は、利息は個人

所得の総額に含まれ個人の所得税

を課されなければならないと定め
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ている。中華民国八七年（西暦一

九九八年）六月二〇日改正前所得

税法第四条第一七款前段は相続、

遺贈あるいは贈与により取得した

財産についてこれは所得税の納付

を免れられると定めていた。 
 
    相続人は利息付の定期預金を

相続する場合に元本債権を相続す

ることに加えて、元本債権に付い

た利息の部分について約定された

利息の基本権利及び相続時にすで

に発生かつ実現した利息のみを相

続する。相続及び贈与税法施行規

則第二七条は、相続人が相続発生

時に相続する定期預金についてそ

の債権額の計算の方法はその債権

額を基礎とし、利息が約定された

場合には被相続人の死亡日までの

経過していた期間の利息額を加算

しなければならないのであると定

めており、当該規定はまさに上記

の趣旨に沿うものである。相続人

が相続開始後、定期預金の預金者

の死亡日の翌日から定期預金の満

期日までは被相続人が本来締結し

ていた定期預金契約により取得す

る利息について、これは被相続人

の財産であり相続財産に含まれ相

 続税を課されるべきであるか、そ

れとも相続人本人の利息所得とし

相続人個人としての所得税を課さ

れるべきであるかということは、

法律により特別な規定を設けられ

ていない。前述したように相続人

が利息付の定期預金を相続する場

合に、相続人が相続する利息は約

定された利息の基本権利及び相続

時にすでに発生かつ実現した利息

にとどまり、相続開始後、経過し

ていた期間に具体的に発生した利

息の部分には及ばない。利息の基

本権利について、財産価値がある

にもかかわらずその性質は利息の

基本権利により生ずる利息の性質

と明らかに異なる。したがって、

預金者の死亡日の翌日から預金の

満期日までは生ずる定期預金の利

息について、これは相続開始後、

相続人が相続した定期預金の元本

及びそれに従属する抽象的な利息

の基本権利から、時間の経過に伴

い具体的に発生したものであるか

ら、かかる利息が被相続人が死亡

時に遺留した財産ではないがゆえ

に、これは相続及び贈与税法第一

条第一項により相続税を課される

ものでもなく八七年（西暦一九九
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八年）六月二〇日改正前所得税法

第四条第一七款前段により相続人

が相続、遺贈あるいは贈与により

取得した財産は所得税の納付を免

れられるものでもない。その代わ

りに、かかる利息は相続人本人の

利息所得であり、所得税法第一三

条及び八六年（一九九七年）一二

月三〇日改正前同法第一四条第一

項第四類により相続人個人の所得

税を課されなければならなく、こ

れにより税金納付及び租税客体と

の実質帰属関係を満たすことがで

きる。財政部八六年（一九九七

年）四月二三日台財税第八六一八

九三五八八号解釈において被相続

人の死亡日の後に生じた利息が相

続人本人の所得に属するものであ

るとされていることは、所管機関

がその法定の職務権限に基づいて

釈明を必要とする行政規則を行う

ものであり、相続及び贈与税法、

所得税法の立法目的及び租税の経

済意義に合致し憲法第一九条にお

ける租税法律主義及び上記の法律

規定には抵触せず、人民に対して

課される正当かつ合理的な課税範

囲を超えるものではないから、国

民の憲法第一五条が保障する財産

 権を侵害する問題が生じない。な

お、本件は同一の租税客体に対し

て二重課税を行っていないから、

重複課税とはいえない。 

 


